
【自動車道】

（１） 気象情報（大雪や雪崩、暴風雪等に関する警報・注意報を含む。）や道路に

おける降雪状況を適時に把握し、道路の除雪等を安全かつ適切に行うこと。

（２） 各出先機関や委託業者も含め、除雪体制並びに万一の災害時の情報の連絡体

制及び復旧体制について、再確認及び徹底を図ること。また、関係機関との情

報の連絡体制についても再確認を図ること。

（３） 雪崩等の危険箇所の状況について、専門家の協力を得るなどにより点検を行

うとともに、危険防止のため必要と認めるときは直ちに通行規制の措置を執る

など、迅速かつ適切に対応すること。

（４） 降雪や雪崩等により道路の交通障害や災害が発生した場合は、関係機関等と

の連携を図り、迅速な復旧を図るよう対応すること。また、特に豪雪時におい

ては、関係機関が連携して情報共有を図る情報連絡本部を設置するなど、安定

した道路交通の確保に向けた、より緊密な連携体制を確保するとともに、道路

利用者等に対する適時適切な情報提供に努めること。


